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【委託型】釧路市地域おこし協力隊 地域採用コンサルタント募集要領 

 

 釧路市は、ひがし北海道の拠点都市であり、阿寒摩周国立公園・釧路湿原国立公園という２つの国立公

園をはじめとする、豊かな自然環境に恵まれたまちです。一方で、本市の人口は昭和 55 年をピークに減

少傾向が続いており、若年層の流出や生産年齢人口の減少に伴う「深刻な人手不足」が、地域経済の維

持・発展において最大の課題となっています。 

この課題を打開するため、本市では「釧路市 UIJ ターン就職マッチング制度（以下、マッチング制度）」

を実施し、地域企業の人材確保を推進しています。しかし、市内企業の多くは専任の採用担当者を置く余

裕がなく、ノウハウも不足していることから、求人情報の質・量ともに十分な魅力発信に至っておらず、

制度が十分に活用されていないという現状があります。 

そこで今回、人材業界での法人営業や企業の採用業務を経験された方を「地域おこし協力隊 地域採用

コンサルタント」としてお迎えし、市内企業の採用力向上およびマッチング制度の機能強化に取り組みま

す。 

具体的には、新たな求人開拓をはじめ、企業に伴走した求人情報の魅力向上、求職者の利用を促進する

ための広報戦略や制度運用の企画立案などに取り組んでいただきます。 

ご自身のスキルと経験をフルに活かし、「地域の採用コンサルタント」として釧路市の活性化に取り組

んでみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【事業イメージ】 
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【募集概要】 

募集人数 １名 

募集対象 

① 心身ともに健康で、地方都市の活性化に意欲があり、地域の特性や風習を尊重して地

域住民と積極的にコミュニケーションを図れる方。 

② 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条に規定する欠格条項に該当しない

方。 

③ powerpoint、excel、word などの資料作成スキルをお持ちの方。 

④ 人材業界や企業の採用担当者としての業務経験をお持ちの方。 

⑤ 釧路市内の企業が直面する人手不足の解決に責任をもって取り組み、課題解決に関わ

るあらゆる業務について主体的に取り組もうとする情熱をお持ちの方。 

⑥ 現在、3 大都市圏をはじめとする都市地域等※（過疎地域を除く）に在住の方で、選

考後に釧路市へ住民票を異動し、任期満了後に定住かつ新会社の事業を承継又は就労

する意思のある方（承継は確定しているものではありません）。 

なお、釧路市への転入手続きは、必ず選考後に行ってください。 

  ※地域おこし協力隊であった方（同一地域における活動 2 年以上、かつ退任後 1 年

以内）で、3 大都市圏外のすべての市町村及び 3 大都市圏内の条件不利地域に生活

の拠点を移し、住民票を異動させた方は含めることとします。現住所が該当するか

不明な場合など、地域要件の詳細についてはお問い合わせください。 

活動概要 

釧路市及び釧路市雇用労働相談所と連携して、「釧路市 UIJ ターン就職マッチング  

制度」の強化を目的とした以下の業務を担っていただきます。 

（１）市内企業の求人情報開拓及び採用支援 

①人材の確保を希望する市内企業（以下、「求人企業」という）への個別訪問等によ

り、UIJ ターン就職マッチング制度（以下、「マッチング制度」という）への求人

情報掲載の促進。 

②求人企業の業務整理や求める人材要件の整理、求人票への助言等による求人情報の

魅力アップ 

③釧路市が実施するその他の人材確保支援事業の情報発信および連携 

④他機関が運営する求人掲載媒体 と連携した求人情報の周知策の検討 

（２）相談所との連携による求職者のニーズ把握とマッチング制度への登録促進 

①釧路市内への移住を伴う就職を検討している求職者（以下、「求職者」という）を

対象とした、希望する働き方やキャリアのニーズに関する相談対応 

②求職者が希望する企業情報の提供及びマッチング制度への登録促進 

（３）マッチング制度の周知及び利用者増加に関わる業務 

①求人企業及び求職者登録の増加を目的とした情報発信に関わる企画・方針について

の検討 

②市が出展する移住フェア等に同行し、市内求人企業の魅力発信と求職者登録促進を

目的とした広報活動 

（４）その他市長が必要と認める業務 

活動場所 釧路市役所商業労政課 及び 釧路市内 
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雇 用 関 係

の有無 
無し 

委嘱形態 

①釧路市と業務委託契約を締結し、この契約に基づいて業務を実施していただきます。 

よって市とは雇用関係にないため、健康保険及び年金等はご自身で加入し、保険料等を

負担いただくことになります（下記委託料により支援あり）。 

②活動時間は、月間１４０時間程度を想定しています。 

③週に 1 回程度、実際活動の状況等を共有する打合せを実施します。 

④月に１回、実際活動した内容・時間・所要経費等について書面等により報告をしていた

だきます。 

⑤地域おこし協力隊の活動に差し支えない範囲で兼業を認めます。（要届出） 

委嘱期間 

①地域おこし協力隊は市長が委嘱し、委嘱期間は委嘱の日から令和９年 3 月 31 日までと

します。 

②次年度以降の委嘱については、活動状況や実績を勘案して委嘱期間を更新することがで

きます。（最初の委嘱の日から最長３年間）。 

③地域おこし協力隊としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であっても委嘱

を取り消すことがあります。 

委託料 

月額 375,000 円（税込） 

 

※上記の他、以下の予算の範囲内において活動に要した対象経費を支給します。 

＜支給上限＞ 

年額 1,000,000 円（税込・活動期間が年間 12 か月に満たない場合は月割） 

＜対象経費＞ 

1.健康保険・年金等の保険料等の 1/2（年額上限 350,000 円） 

2.住居借上料の 1/2（共益費・駐車場代を含む 月額上限 28,000 円） 

 3.車両維持費（走行距離数に応じて算定 燃料費含む 月額上限 47,000 円） 

  ※対人及び対物保証が無制限の任意保険へ加入すること 

 4.通信費（電話・インターネット関係経費 月額上限 20,000 円） 

 5.備消耗品・印刷費（備品・消耗品関係経費 月額上限 25,000 円） 

 6.傷害・損害賠償保険（年額上限 40,000 円） 

※活動中の自身の傷害、第三者へ損害を与えた場合に対応する保険へ加入すること 

7.その他 

  活動旅費、研修・資格取得等に要する経費等、地域おこし協力隊推進要綱（平成 21

年 3 月 31 日付け総行応第 38 号）に基づいて市が適正と認めたもの  

申込期間 令和８年５月 26 日（火）～ ※採用者決定次第、募集終了 
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選考方法 

① 事前面談（希望者のみ。詳細は後述のとおり。） 

② 第一次選考 

・所定の応募フォーム及び応募書類による書類選考を行います。 

（選考結果はメールにて通知します） 

・第一次合格者には、第二次選考の日時等を通知します。 

③ 第二次選考 

・第一次合格者を対象に、釧路市役所またはオンラインにて実施します。（詳細は別

途通知します） 

※選考に必要な交通費等は個人負担となります。 

※選考後、業務委託契約のうえ地域おこし協力隊の活動を開始していただきます。 

事前面談 

応募を検討するにあたり、希望される方には担当者とカジュアル面談（オンライン可）

を実施します。 

応募いただく前に、着任後に一緒に業務にあたる担当者と直接お話しいただき、業務の

具体的内容や釧路市での生活について等、地域おこし協力隊員として活動するにあたって

疑問点やご不安なことがあれば何でもお聞きいただけます。 

※面談でお話しされた内容は、選考には影響いたしません。 

【申込方法】 

下記「問合先」のメールアドレスに必要事項を入力し、お申込みください。 

＜必要事項＞ 

1.氏名（ふりがな） 

2.面談で相談したい事項・聞きたいこと 

3.希望する面談形式（対面 or オンライン） 

4.希望日時 

応募方法 

 下記の「釧路市地域おこし協力隊 地域採用コンサルタント 応募フォーム」から必要

事項を入力及び必要書類を添付し、ご応募ください。 

応募フォーム https://logoform.jp/form/5Kjn/1586780 

必要書類 

・職務経歴書（様式は問いません） 

・住民票抄本（応募者本人分・申込期間開始日以降のもの） 

・運転免許証（裏面も記載があれば必要） 

※提出された書類は返却いたしません。 

その他 

① 募集に関する質問は、メールで受け付けます。質問の様式は問いません。電話での質

問は受け付けませんのでご留意ください。 

② 質問の回答は、質問者にメールで返信しますので、メールアドレスをご記載ください。 

問合先 

〒085-8505 釧路市黒金町 7 丁目 5 番地  

釧路市産業振興部商業労政課商業労政係（担当：髙橋、阿部） 

Ｅ-mail ：sho-shougyourousei@city.kushiro.lg.jp 

 


